
第16期
定 時 株 主 総 会
招集ご通知

開催日時

2022年６月28日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
開催場所
神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２
パシフィコ横浜ノース1階
多目的ホール
※昨年と会場が変更となっておりますので、末尾の会場ご
案内図を参照の上、お間違えのないようご注意ください。
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株主の皆様におかれましては、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、
本定時株主総会につきましては、極力、
書面又は電磁的方法（インターネット
等）により事前の議決権行使をいただ
き、株主総会当日のご来場をお控えいた
だくよう強くお願い申し上げます。な
お、本定時株主総会では、会場の座席間
隔を広くとらせていただくことから、来
場株主数によりましては、会場にご案内
できない場合もございますのでご容赦い
ただきたくお願い申し上げます。

株式会社ＱＤレーザ
証券コード：6613
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証券コード6613
2022年６月10日

株主各位
神奈川県川崎市川崎区南渡田町１番１号
株式会社ＱＤレーザ
代表取締役社長 菅 原 充

第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染が懸念される状況が続いております

ので、株主総会へのご出席をお控えいただくこともご検討ください。なお、同封の議決権行使書

用紙のご郵送又はインターネット等によって議決権を行使することができますので（３～４ペー

ジご参照）、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年６月27日（月曜日）

午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
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記
１．日 時 2022年６月28日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
２．場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２

パシフィコ横浜ノース１階

多目的ホール

※昨年と会場が変更となっておりますので、末尾の会場ご案内図を参照の

上、お間違えのないようご注意ください。
３．会議の目的事項
報告事項
第16期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報
告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

以 上
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。
○株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.qdlaser.com/）に掲載させていただきます。

○本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「個別注記表」につきましては、法令及び定
款 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.qdlaser.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記
載しておりません。
なお、会計監査人及び監査等委員会が監査した計算書類は、本招集ご通知添付書類に記載
の各書類のほか、上記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載している個別注記表
となります。
〇新型コロナウイルス感染症の感染防止のための株主総会運営に関するお願いとご案内
・ご来場の株主様の体温測定をさせていただき、体温が高い方や体調が悪いように見受けら
れる方につきましては、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。
・ご出席くださる株主様には感染予防としてマスクの着用と会場入口等における手指のアル
コール消毒をお願いいたします。
・ご来場の方々に一定の距離を確保していただくため、席数を限定させていただきます。
・当社関係者は、マスク等を着用して対応させていただきます。
・お飲み物の提供を取りやめさせていただきます。
〇定時株主総会当日のお土産の用意はございませんので、何卒ご了承くださいますようお願
い申し上げます。
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議決権行使のご案内

書面（郵送）で
議決権を行使する方法

インターネットで
議決権を行使する方法

2022年６月27日（月曜日） 2022年６月27日（月曜日）
午後５時30分到着分まで 午後５時30分入力完了分まで

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

行使期限 行使期限

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよ
うお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

株主総会に
ご出席する方法

第１号議案

第２号議案

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封
の議決権行使書用紙を会場受付へご提出
ください。

2022年６月28日（火曜日）

賛成の場合

全員賛成の場合

午前10時

反対する場合

全員反対する場合

一部の候補者を
反対する場合

＞＞

株主総会開催日時

＞＞

＞＞

＞＞

＞＞

「賛」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印

「否」の欄に〇印

「否」の欄に〇印
「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱い
たします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。

図は議決権行使書のイメージであり、実際の議決権行使書とは
異なります。実際の議案数は２つです。

― 3 ―

2022年05月25日 22時20分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決
権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネット等による
議決権行使のご案内

「次へすすむ」をクリック

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
を入力し、「ログイン」をクリック

3. パスワードの入力

入 力

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権
行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

受付時間
年末年始を除く9：00～21：00

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

ふ0120-768-524

議決権行使サイトに関するお問い合わせ

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイト
へアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パス
ワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2022年6月27日（月曜日）
午後5時30分まで

議決権
行使期限

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/議決権行使
ウェブサイト

1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書 お願い

見本

図は議決権行使書のイメージであり、実際の議決権行使書とは異なりま
す。実際の議案数は２つです。
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株 主 総 会 参 考 書 類

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改

正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、

次のとおり当社定款を変更するものであります。

（１）変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置

をとる旨を定めるものであります。

（２）変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲

を限定できるとするための規定を設けるものであります。

（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は

不要となるため、これを削除するものであります。

（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します）
現行定款 変更案

第15条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類及び
連結計算書類に記載又は表示をすべき事
項に係る情報を、法務省令に定めるとこ
ろに従い、インターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。

（新設）

（新設）

（削除）

第15条（電子提供措置等）
1. 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

（附則）
1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改
正する法律（令和元年法律第70号）附則
第1条ただし書きに規定する改正規定の施
行の日である2022年9月1日（以下「施行
日」という）から効力を生ずるものとす
る。

2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6カ
月以内の日を株主総会の日とする株主総会
については、定款第15条（株主総会参考
書類等のインターネット開示とみなし提
供）はなお効力を有する。

3. 本附則は、施行日から6カ月を経過した日
または前項の株主総会の日から3カ月を経
過した日のいずれか遅い日後にこれを削除
する。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役（監査等委員である取

締役を除く）１名を増員して取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いいた

したいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締

役を除く）候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者

番号

氏名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

1
菅
すが
原
わら

充
みつる

(1958年11月27日)

1984年4月 富士通株式会社入社
株式会社富士通研究所へ出向

20,000株
2001年4月 株式会社富士通研究所 フォト・エレク

トロニクス研究所フォト・ノベルテクノ
ロジ研究部長

2005年4月 同社ナノテクノロジー研究センターセン
ター長代理

2006年4月 当社設立 代表取締役社長（現任）

2
幸野
こ う の や
谷 信次

し ん じ

(1965年5月21日)

1991年4月 富士通株式会社入社

44,000株
2015年7月 同社経営戦略室シニアマネージャー兼当

社経営企画室長
2016年2月 当社執行役員CFO兼経営企画室長
2016年6月 当社取締役CFO兼経営企画室長（現任）
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候補者

番号

氏名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

3
吉
よ し だ
田 勉

つとむ

(1956年7月17日)

1980年4月 三井物産株式会社入社

−株

1997年4月 同社業務部新産業技術室課長
1999年12月 ACTIV Investment Partners, Ltd.代表

パートナー
2003年11月 三井物産株式会社企業投資開発部投資事

業室長
2004年9月 Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. Financial

Markets Business Division Senior
Vice President & GM

2006年4月 三井物産株式会社金融市場業務部長
2008年4月 同社企業投資部長
2009年10月 同社M&A推進部長
2013年7月 三井物産グローバル投資株式会社代表取

締役社長
2013年7月 当社取締役（現任）
2015年4月 Mitsui & Co. Global Investment Inc.

東京支店長
2015年10月 タカタ株式会社会長室長
2016年6月 同社取締役執行役員
2018年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス

執行役員経営戦略部門M&A室長
2021年4月 同社執行役員経営戦略部門ポートフォリ

オ改革推進室長
2022年4月 同社ポートフォリオ改革推進部長（現

任）

4
波多
は た の
野 薫

かおる

(1977年1月19日)

2001年4月 株式会社半導体エネルギー研究所入社

−株

2013年4月 トムソン・ロイター（現クラリベイト・
アナリティクスジャパン株式会社）入社

2017年5月 株式会社セクションC共同創業 代表取
締役

2019年10月 株式会社カルディオインテリジェンス共
同創業

2021年7月 同社知財・新規事業開発室（現任）
2021年7月 国立大学法人東北大学特任教授（現任）

（注）１．各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
２．吉田 勉氏、波多野 薫氏は社外取締役候補者であります。
３．菅原 充氏を取締役候補者とした理由は、創業者として強力なリーダーシップを発揮するとともに、レーザ業界に関する

豊富な知識や経験を有しており、当社の経営方針の決定において極めて重要な役割を果たしており、引き続き当社の企業
価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として適任であると判断したためであります。
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４．幸野谷 信次氏を取締役候補者とした理由は、これまで富士通株式会社の海外子会社管理業務、ベンチャー投資及び株主
総会運営業務にも関わり、証券アナリスト資格も有しており、これらの業務経験に基づいた法律知識、経理財務知識、株
主総会運営知識、インサイダー取引規制等に関する知識と見識を有することに加え、当社の創業から継続して当社担当で
あり続けたことから、当社の成り立ちを熟知しており、引き続きガバナンス、財務戦略の側面から当社の企業価値向上に
寄与することが期待できるため、取締役として適任であると判断したためであります。

５．吉田 勉氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、グローバル企業としての幅
広い知識と見識を有することから、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献することが期待できるため、当社の社
外取締役として適任であると判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもっ
て、9年となります。

６．波多野 薫氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の研究開発型企業での知財業務経験や企業創業の経験を有する
ことから、知財戦略の側面から当社の企業価値向上に貢献することが期待できるため、当社の社外取締役として適任であ
ると判断したためであります。なお、当社は同氏と業務委託契約を締結しておりますが、社外取締役選任の承認をいただ
いた場合は、同契約は終了となる予定であります。

７．当社は、役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、取締役がそ
の職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該
保険契約において補填することとしており、その契約を更新する予定であります。なお、各候補者は当該保険契約の被保
険者に含まれることになります。

８．当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。吉田 勉氏の社外取締役選任の承認をいただいた場合は、上記契約を継続する予定であります。ま
た、波多野 薫氏の社外取締役選任の承認をいただいた場合は、上記契約を締結する予定であります。なお、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

９．当社は、吉田 勉氏を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任
の承認をいただいた場合には、引き続き独立役員に指定する予定であります。また、波多野 薫氏の選任の承認をいただ
いた場合には、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。

10．当社の独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に
利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものとしております。

11．所有する当社の株式数は、2022年３月31日時点のものであります。
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〈ご参考〉 スキルマトリクス

本議案の承認が得られた場合の取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリクスは

以下のとおりとなります。

氏名 役職 企業経営・
経営戦略

開発・
テクノロジ
ー

セールス・
マーケティ
ング

国際性・
ダイバーシ
ティ

財務･会計・
市場対応

法務・
リスクマネ
ジメント

菅原 充 代表取締役
社長 〇 〇 〇 〇

幸野谷 信次 取締役CFO 〇 〇 〇

吉田 勉 取締役
（社外） 〇 〇 〇 〇

波多野 薫 取締役
（社外） 〇 〇 〇

佐久間 泰雄
取締役
監査等委員
（社外）

〇 〇

山田 啓之
取締役
監査等委員
（社外）

〇 〇 〇

森 大輝
取締役
監査等委員
（社外）

〇

※「ガバナンス」は全ての取締役に求められることから一覧に記載しておりません。
以 上
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(添付書類)
事 業 報 告

（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１．株式会社の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が続きながらもワクチン接種の拡大

や緊急事態宣言の解除により、経済活動の正常化が期待されたものの、新変異株「オミクロン株」の蔓延や
半導体不足による電子部品等の供給遅延などの不安定要素が多く、先行き不透明な状況で推移しました。さ
らにロシアによるウクライナへの軍事侵攻などの地政学的リスクの高まりにより、エネルギーや原材料価格
の高騰、サプライチェーンの分断など、先行きは引き続き非常に不透明となっております。
このような状況の中、当社ではテレワークやオフピーク出社の積極的な活用により、新型コロナウイルス

感染症対策と生産性の維持の両立を図り、「人の可能性を照らせ。」のコーポレートスローガンのもと、多波
長集積光源や３つのレーザ網膜投影機器等の新製品開発、既存製品の販売拡大を進めてまいりました。
当社に関連する主な市場の状況について、レーザデバイス事業の分野では新型コロナウイルス感染症や半

導体不足の影響を大きく受けることもなく、堅調に推移しました。製品別では精密加工用DFBレーザ、バイ
オ検査装置用小型可視レーザ、センサ用高出力レーザが前年から増収となりましたが、通信用量子ドットレ
ーザ、開発受託は前年から若干の減収となりました。レーザアイウェア事業の分野では、新型コロナウイル
ス感染症対策に伴う海外渡航制限等の影響を受けたものの、金融機関店舗向け販売やアクセサリカメラの販
売開始などにより前年から増収となりました。各製品の成果については次のとおりです。
・精密加工用DFBレーザにおきましては、ピコ秒パルスレーザが北米の加工用パルスレーザ大手顧客新製品
に搭載されたことや、欧州の半導体ウエハ検査装置用光源の需要が増加したことにより、受注が増加いた
しました。本製品の当事業年度売上高は320,450千円となりました。

・バイオ検査装置用小型可視レーザにおきましては、波長561nmのレーザが細胞解析装置大手顧客の新製
品に採用されたこと等により、受注が増加いたしました。本製品の当事業年度売上高は176,567千円とな
りました。

・センサ用高出力レーザにおきましては、640nmから940nmの波長帯で、主に産業用途向けのマシンビジ
ョン、パーティクルカウンタ、光電センサ、水準器、距離計用光源等、ニッチからマスまで広範なニーズ
に対応してビジネス展開いたしました。最近の半導体不足による半導体工場設備投資拡大の流れを受け、
半導体工場で使用されるウエハ搬送機用センサ、パーティクルカウンタ及び工場内通信用途等を中心に受
注が増加いたしました。本製品の当事業年度売上高は279,311千円となりました。

・通信用量子ドットレーザにおきましては、シリコンフォトニクス用光源として日米欧の９社と光コネク
タ・チップ間通信、LiDAR用途で共同開発を行っております。本製品の当事業年度売上高は、一部顧客の
生産計画が延伸したために受注が減少しておりますが、チップ・パッケージ・ウエハ販売を全て総合して
127,402千円となりました。

・開発受託は基礎開発のフェーズが終了し、製品化へ移行したプロジェクトが増加したことから受注が減少
いたしました。開発受託の当事業年度売上高は102,772千円となりました。

・網膜走査型レーザアイウェアにおきましては、「RETISSA DisplayⅡ」用のアクセサリカメラ
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「RD2CAM」の販売を開始した他、新開発品等の販売もあり、「RETISSA DisplayⅡ」と合わせて受注が
増加いたしました。本製品の当事業年度売上高は94,843千円となりました。
当事業年度においては、事業の発展に合わせ、次の施策を行いました。
・バイオメディカル装置用の小型マルチカラーレーザ光源（多波長集積光源）と駆動用ドライバボードの販
売を開始いたしました。

・量子ドット技術を活用したLiDAR用光源の開発を継続実施しております。
・次世代加工用ピコ秒パルスレーザの量産認定に向けて顧客評価が進行しております。
・レーザアイウェアの販路拡大に向け、複数の国内商社、製薬会社、メーカー等と共同開発や業務提携契約
を締結いたしました。

・医療用機器「RETISSA メディカル」のドイツでのフォローアップを含めた治験を完了させました。
・「RETISSA DisplayⅡ」の証券会社への販売を通じ、店頭カウンターに同製品を設置することにより来店
者の利便性向上に寄与いたしました。

・「RETISSA DisplayⅡ」の使い心地や機能向上を高めるアクセサリカメラ「RD2CAM」の販売を開始いた
しました。

・視覚支援、眼疾患予防、視覚拡張の３領域に対応した３つのレーザ網膜投影機器である手持ち型ロービジ
ョンエイド「RETISSA ON HAND」、デジタルカメラ用網膜投影ビューファインダ「RETISSA SUPER
CAPUTURE」、簡易検眼機「RETISSA MEOCHECK」の製品化に着手いたしました。

・「RETISSA SUPER CAPTURE」を盲学校に寄贈するためのクラウドファンディングを実施し、目標額を
集めてファンディングを成立させました。

・「RETISSA DisplayⅡ」及び「RD2CAM」をロービジョン者が購入しやすくするため、地方自治体の日常
生活用具助成金給付事業の対象製品への登録活動を開始いたしました。

・米国でのCSUN支援技術会議において、「RETISSA SUPER CAPTURE」の米国初公開を行いました。ま
た、ソニー株式会社様にはロービジョンの方々がイメージング技術を活用してクリエイティビティを発揮
する機会を広げる「With My Eyes」プロジェクトにご賛同いただいており、CSUNではソニー様ブース
におきましても「RETISSA SUPER CAPTURE」の動展示を行いました。この活動に合わせ市場浸透と社
会実装を進めるため、米国向けEコマースサイトを開設し機器の先行予約受付を開始し、さらにソニー様
との協業について検討を進めてまいります。

・SDGsの取り組みとして、ロービジョン者の “見えづらい” を “見える” に変えるプロジェクト「With
My Eyes」第2弾及び第3弾を発表いたしました。

これらの結果、当事業年度の事業別売上高はレーザデバイス事業で1,006,503千円、レーザアイウェア事
業で94,843千円となり、レーザデバイス事業では継続して単年度営業黒字となりました。全社では当事業
年度の売上高は1,101,346千円、当期純損失は880,967千円となりました。
なお、当事業年度においては、レーザアイウェア事業の在庫評価損を408,695千円計上いたしました。こ

れは、「RETISSA Display Ⅱ」においては、新型コロナウイルス感染症の影響により想定以上に長引いてい
る中国、韓国等での行動制限により、当初より予定していた海外販売展開の進展が現時点で不透明であるこ
とと、新たに投入する手持ち型の「RETISSA ON HAND」やデジタルカメラ用網膜投影ビューファインダ
の「RETISSA SUPER CAPTURE」、簡易検眼機「MEOCHECK」の方が市場ニーズに手応えを感じ始めた

2022年05月25日 22時20分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 13 ―

こと、小型軽量化・操作性向上・低価格化へ向けて、普及機「RETISSA Display Ⅲ」の開発が進展してい
ること、「RETISSAメディカル」においては、医学界・医療業界での認知と信頼性を得られた一方、価格や
性能の面で今後の市場への浸透が不透明であることから、商品戦略の見直しを含めて「RETISSA Display
Ⅱ」及び「RETISSAメディカル」の将来販売予測を一旦保守的に見込んだため、関連在庫の評価減を行った
もので、資金の流出を伴うものではありません。
これにより、レーザアイウェア事業の財務体質の健全化と、将来の販売増加に伴い着実に収益を計上でき

る事業基盤を構築します。

（２）設備投資等の状況
当事業年度に実施した設備投資の総額は31,542千円であり、その主なものは、走査電子顕微鏡購入

19,800千円、紫外可視近赤外分光光度計購入3,420千円、知的財産権購入3,300千円であります。

（３）資金調達の状況
当事業年度において第5回～第13回新株予約権の行使により、179,280千円を調達いたしました。
また、2021年12月13日にSBI証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第14回

及び第15回の新株予約権を発行し、その発行及び行使により、476,554千円を調達いたしました。

（４）対処すべき課題
対処すべき課題は次のとおりです。

・レーザアイウェア事業の確立
当社の成長エンジンである網膜走査型レーザアイウェア事業を進めていく中で、民生用「RETISSA

DisplayⅡ」においては販売代理店とEコマースサイトを通した国内外販路の拡充、開発締結先と連携した
ユーザビリティ向上と低コスト化を進めます。
国内販売につきましては、盲学校や展示会でのデモンストレーションに加え、当事者が所属する団体な

ど様々な体験会を通じて製品自体に実際に触れていただくことで当事者及びその家族への認知拡大を図
り、さらにSNS等を通じて積極的に発信してまいります。また当事者が購入しやすい環境作りを行うべく
地方自治体の日常生活用具助成金給付事業への登録申請活動を進めており、そのスピードを加速してまい
ります。
米国向けにはEコマースサイトを刷新し、お客様がネットで簡単に購入できる体制を整えました。今後

は購入希望者が見たい情報（動画）を簡単に得られ、購入に直結できるよう拡販活動を行ってまいりま
す。
中国については、コロナによるロックダウンにより活動が停滞しておりますが、解除され次第、これま

での代理店に加え、新たな代理店とともに拡販を行ってまいります。
韓国につきましては、韓国向け製品を出荷しました。補助金対象として認められるよう代理店と協力し

て活動を推進してまいります。
医療用「RETISSAメディカル」においては医療業界提携先と連携した眼科医会への浸透を図るため、医

師向け説明文書を整備し、眼科医への展開をスムーズに行ってまいります。
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・検眼機及び検眼サービスの製品化・事業化
レーザ網膜投影技術を活用した新しい検眼機及びサービスのスキームについて、提携先と上市に向けて

原理検証・試作、サービス体制の構築を進め、事業化の道筋を明確にします。

・レーザデバイス事業の成長
加工、センサ領域では、既存製品の受注継続と拡大、新規品開発と製品化、高付加価値モジュールの製

品化を進め、年率25％の安定的な事業成長を図ります。通信、LiDAR向けシリコンフォトニクス用量子ド
ットレーザについては、国内外の顧客からの受託開発と低コスト量産化を進め、2024年３月期以降の本
格量産への準備を行い、量子ドットレーザ事業を強化します。

・マーケティングと営業体制、新製品開発力の強化
市場・業界・顧客分析、及び、分析に基づく戦略的営業活動をさらに充実させるとともに、従来の定期

的な顧客訪問、展示会の有効活用、国内外代理店との密な連携、企業パイプラインの強化と複線化、ウェ
ブサイトの充実、Eコマースサイト活用を継続して、売上増大と利益確保を図ります。また、製品開発、
研究開発基盤とマーケティングを連動させ、新製品開発力を強化します。

・水平分業提携先との協業体制の維持と発展
チップ作製、モジュールアッセンブリ、レーザアイウェア生産提携先と、将来ビジョン、年間計画、各

案件のスケジュール連携、結果のフィードバック、定期的な訪問、打合せ等を行い、より一層の関係強化
を図ります。

・高品質・安定した製品の供給
高品質、高性能な製品を市場に供給し顧客満足度を継続して向上できるようISOに準拠した製品開発を

行っていきます。また、顧客の性能、品質、価格、納期へのご要求に常に耳を傾け、開発・生産・営業が
一体となりスピーディーに対応できる体制の継続的改善を行っていきます。

・適切なコーポレートガバナンスとIR体制強化
開示書類の早期作成、業務プロセスの改善、内部管理体制の強化を継続的に推進するとともに、株主と

のコミュニケーションを強化し、株主満足度の高いIR体制を構築してまいります。

当事業年度の営業損失は931,547千円となりましたが、レーザデバイス製品の販売拡大と網膜投影機器
の販売拡大及び検眼サービスの早期事業化によって、長期安定的な経営へ繋げ、早期黒字化の実現に向け
て事業を行ってまいります。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区分
2018年度
第13期

2019年度
第14期

2020年度
第15期

2021年度
第16期

売上高 960,986千円 756,633千円 895,620千円 1,101,346千円

経常損失(△) △996,094千円 △1,225,739千円 △707,769千円 △893,536千円

当期純損失(△) △1,040,521千円 △1,240,167千円 △879,829千円 △880,967千円

1株当たり
当期純損失(△)

△850.79円 △72.24円 △32.94円 △25.17円

総資産 2,999,407千円 2,919,364千円 4,675,147千円 4,018,067千円

純資産 2,130,953千円 1,729,699千円 3,808,629千円 3,583,494千円

1株当たり
純資産

△4,914.53円 68.82円 110.13円 99.86円

（注）１．１株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産は期末発行済株式総数により算出してお
ります。

２．当社は2019年８月20日付で普通株式１株につき普通株式20株の割合で株式分割を行っておりますが、第13期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純損失(△)及び１株当たり純資産を算出しております。

３．「収益認識に関する会計基準」(改正企業会計基準第29号 2020年３月31日) を第16期（当事業年度）の期首から適用し
ております。詳細は、「個別注記表 会計方針の変更に関する注記」をご参照ください。

（６）重要な親会社及び子会社の状況（2022年３月31日現在）
①親会社の状況

該当事項はありません。

②子会社の状況
会社名 資本金（千円） 議決権の所有割合 主要な事業内容

QD Laser Deutschland
GmbH 3,372 100% ドイツにおける治験

のスポンサー
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（７）主要な事業内容

事業 主要製品

レーザデバイス事業
GaAs基板をプラットフォームとする通信・産業用半導体レーザ部品
及びエピタキシャルウェハ等の研究、開発、製造、販売及びマーケテ
ィング

レーザアイウェア事業 レーザ技術を応用した網膜走査型レーザアイウェア等の網膜投影機器
及び視覚検査機器等の研究、開発、製造、販売及びマーケティング

（８）主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）

主要な営業所 所在地

本社 神奈川県川崎市

（９）従業員の状況（2022年３月31日現在）

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

45名 ３名減 49.91歳 6.23年
（注）１．上記従業員数には、使用人兼務取締役１名を含み、派遣社員13名は含んでおりません。

２．減少の主な要因は、通常の自己都合退職によるものです。

（10）主要な借入先（2022年３月31日現在）
借入先 借入残高（千円）

株式会社日本政策金融公庫 83,400

株式会社きらぼし銀行 23,992
（注）当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約（融資限度額10億円）を締結

しておりますが、当期末における実行残高はありません。
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２．株式の状況（2022年３月31日現在）
（１）発行可能株式総数 100,529,000株

（２）発行済株式の総数 35,755,180株（自己株式数86株を含む）

（３）株主数 44,306名

（４）大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

東京センチュリー株式会社 1,640,760株 4.58%

MGI GLOBAL FUND L.P. 1,152,540株 3.22%

JPLLC CLIENT ASSETS-SK J 806,725株 2.25%

参天製薬株式会社 444,480株 1.24%

INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 444,480株 1.24%

第一生命保険株式会社 377,160株 1.05%

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK

AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH

CLIENTS-UNITED KINGDOM

303,300株 0.84%

株式会社インターメスティック 294,100株 0.82%

野村證券株式会社 244,600株 0.68%

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 227,000株 0.63%
（注）当社は、自己株式数（86株）を控除し、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

（６）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（１）当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

第５回新株予約権 第８回新株予約権
発行決議日 2015年６月10日 2016年６月17日
新株予約権の数 27,360個 15,150個
新株予約権の目的となる株
式の種類と数

普通株式（注１）547,200株
（新株予約権１個につき20株）

普通株式（注１）303,000株
（新株予約権１個につき20株）

新株予約権の払込金額 無償 無償
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり7,000円
（１株当たり350円）

新株予約権１個当たり7,000円
（１株当たり350円）

権利行使期間 2017年７月１日から
2025年４月23日まで

2018年７月１日から
2026年６月16日まで

行使の条件 （注２） （注２）
役
員
の
保
有
状
況

取締役（監査等委
員及び社外取締役
を除く）

新株予約権の数13,290個
目的となる株式数265,800株
保有者数１名

新株予約権の数4,400個
目的となる株式数88,000株
保有者数１名

社外取締役（監査
等委員を除く） − −
取 締 役
（監 査 等 委 員） − −

第10回新株予約権 第12回新株予約権
発行決議日 2016年11月11日 2019年３月28日
新株予約権の数 29,000個 1,000個
新株予約権の目的となる株
式の種類と数

普通株式（注１）580,000株
（新株予約権１個につき20株）

普通株式（注１）20,000株
（新株予約権１個につき20株）

新株予約権の払込金額 無償 無償
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり8,000円
（１株当たり400円）

新株予約権１個当たり9,000円
（１株当たり450円）

権利行使期間 2018年12月１日から
2026年10月28日まで

2021年３月30日から
2029年３月26日まで

行使の条件 （注２） （注２）

役
員
の
保
有
状
況

取締役（監査等委
員及び社外取締役
を除く）

新株予約権の数26,500個
目的となる株式数530,000株
保有者数２名

−

社外取締役（監査
等委員を除く） − −

取 締 役
（監 査 等 委 員） −

新株予約権の数1,000個
目的となる株式数20,000株
保有者数１名
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第13回新株予約権
発行決議日 2019年３月28日
新株予約権の数 50,150個
新株予約権の目的となる株
式の種類と数

普通株式（注１）1,003,000株
（新株予約権１個につき20株）

新株予約権の払込金額 無償
新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり9,000円
（１株当たり450円）

権利行使期間 2021年４月９日から
2029年３月26日まで

行使の条件 （注２）

役
員
の
保
有
状
況

取締役（監査等委
員及び社外取締役
を除く）

新株予約権の数48,350個
目的となる株式数967,000株
保有者数２名

社外取締役（監査
等委員を除く）

新株予約権の数1,000個
目的となる株式数20,000株
保有者数１名

取 締 役
（監 査 等 委 員） −

（注）１．当社は2019年８月20日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予
約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

２．①新株予約権者は、割当新株予約権の行使をする時点においても、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを
要すものとします。

②新株予約権者は、下記３．に規定するいずれかの事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとし
ます。

③新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内１
名に限り、新株予約権者の権利を相続することができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続
人の相続人は新株予約権を相続できません。

④新株予約権者は、新株予約権を分割して行使することができるものとします。
⑤新株予約権者が、富士通株式会社及びその子会社の取締役、又は従業員の地位を有する間は、新株予約権を行使できな
いものとします。

３．当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得
することができるものとします。
①本新株予約権が相続の対象とならなかったとき。
②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間中に当社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も保持しなくなった場
合。

③次のいずれかに該当する事由が発生した場合
１)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
２)新株予約権者が当社又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若し
くは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社の子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の
承認を得た場合を除く。

３)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を損ねた場合
４)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
合

５)新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
となった場合

６)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
７)新株予約権者が本要領又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

④新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後に
かかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
１)新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
２)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
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（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
2021年11月26日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

名称 株式会社ＱＤレーザ
第14回新株予約権

株式会社ＱＤレーザ
第15回新株予約権

新株予約権の総数 33,000個 12,800個
新株予約権の目的である
株式の種類及び数 当社普通株式 3,300,000株 当社普通株式 1,280,000株

新株予約権の発行価額 総額13,002,000円
（新株予約権1個当たり394円）

総額2,649,600円
（新株予約権1個当たり207円）

行使価額及びその修正条件

当初行使価額956円
行使価額は、本新株予約権の各行使
請求の効力発生日の直前取引日の株
式会社東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値（同日に
終値がない場合には、その直前の終
値）の90%に相当する金額（1円未
満の端数は切り上げる。）が、当該効
力発生日の直前に有効な行使価額を1
円以上上回る場合または下回る場合
には、当該効力発生日以降、当該金
額に修正されます。

当初行使価額1,450円
2022年6月13日以降、当社取締役会
の決議により、当該決議を行う日の
直前取引日の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引
の終値（同日に終値がない場合には、
その直前の終値）の90%に相当する
金額（1円未満の端数は切り上げる。）
に行使価額の修正を行うことができ
ます。

行使価額の下限 670円

新株予約権の行使期間 2021年12月14日から
2023年12月13日まで

割当先 株式会社SBI証券に対する第三者割当
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等（2022年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長
取締役

取締役

取締役(常勤監査等委員)
取締役(監査等委員)
取締役(監査等委員)

菅原 充
幸野谷 信次

吉田 勉

佐久間 泰雄
山田 啓之
森 大輝

CFO 兼 経営企画室長
経営企画･管理管掌
株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役員
経営戦略部門ポートフォリオ改革推進室長

Axella総合会計事務所 代表
光和総合法律事務所 パートナー

（注）１．取締役 吉田勉氏、佐久間泰雄氏、山田啓之氏及び森大輝氏は、社外取締役であります。
２．取締役 吉田勉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの執行役員であり、これまで複数の企業の経営者としての
経験があり、グローバル企業としての幅広い知識と見識を有しております。

３．常勤監査等委員 佐久間泰雄氏は、富士通株式会社及び子会社でグローバル戦略に関係したマネジメント経験を有してお
ります。

４．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議におけ
る情報共有並びに内部監査担当者と監査等委員会との連携を可能とするため、取締役監査等委員 佐久間泰雄氏を常勤の
監査等委員に選定しております。

５．監査等委員 山田啓之氏は税理士であり、複数の上場会社において社外役員を歴任し、税理士としての業務経験を通じ、
財務、会計及び税務に高い見識を有しております。

６．監査等委員 森大輝氏は、弁護士であり、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に高い見識を有しております。
７．2021年６月25日開催の第15期定時株主総会において森大輝氏が取締役（監査等委員）に新たに選任され、就任いたしま

した。
８．当社は、吉田勉氏、佐久間泰雄氏、山田啓之氏及び森大輝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険

により被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用及びそれらに付随する損害を補填することとし
ております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び執行役員であり、全ての被保険者について、そ

の保険料を全額当社が負担しております。
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（４）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役の報酬等の総額

役員区分 員数 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

基本報酬 業績連動
報酬等

取締役（監査等委員を除く） ３名 19,158千円 16,725千円 2,433千円

（うち社外取締役） （１名） （1,845千円） （1,845千円） （−）

取締役（監査等委員） ３名 9,105千円 9,105千円 −

（うち社外取締役） （３名） （9,105千円） （9,105千円） （−）

合計 ６名 28,263千円 25,830千円 2,433千円

（うち社外取締役） （４名） （10,950千円） （10,950千円） （−）

②業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を

総合的に勘案して算定した額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしています。業績連動報酬が
基本報酬と合わせた社外取締役及び監査等委員である取締役を除く報酬の全体に占める割合は、約15％～
50％の範囲内としていますが、当事業年度は、前事業年度の営業損失654百万円の計上を勘案し、最低水
準の15％程度であり前事業年度実績と同額としています。

③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2019年６月27日開催の第13期定時株主総会にお

いて、年額200,000千円以内（ただし、使用人報酬相当額は含まない。）と決議しております。当該定時
株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は３名（うち、社外取締役は１名）です。
当社取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年６月27日開催の第13期定時株主総会において、年
額35,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３
名です。
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④取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を保持すること、永続的な企業価値増大への取組を促
進すること、株主との利害を共有することを踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の
内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を2021年２月26日開催の取締役会において決議いた
しました。

イ．決定方針の内容の概要
１．基本方針

役員報酬は、(１)競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を保持すること、(２)永続的な
企業価値増大への取り組みを促進すること、(３)株主との利害を共有することを目的とし、社外取締
役を除く監査等委員でない取締役の報酬については、(１)基本報酬（業績に連動しない金銭報酬を意
味する。以下同じ。） 、(２)業績連動報酬から構成することとし、持続的な業績向上を動機づけるも
のとしております。
業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については月額固

定報酬のみとしております。
２．基本報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件

の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応

じて他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して支給額を決定するものとしておりま
す。

３．業績連動報酬等の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の
決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標を反映した現金

報酬とし、各事業年度の売上高、営業利益、企業価値等を総合的に勘案して算定した額を賞与として
一定時期に支給することとしております。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬が基本報酬と合わせた報酬の全体に占める割合は、約15％～50％の範囲内

で職責が上がるほどその割合が大きくなるように設定するものとしております。
５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

各取締役に支給する基本報酬及び業績連動報酬等である賞与については、取締役会決議に基づき代
表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏ま
え、取締役会で決議した報酬等の額の範囲内において、社外取締役の意見を得て各取締役の前年まで
の実績と貢献、当該年度の職責等に応じて決定するものとしております。
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ウ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締
役の前年までの実績と貢献、当該年度の職責等に応じて検討を行っているため、取締役会もその判断を尊
重し決定方針に沿うものであると判断しております。

⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年６月25日開催の取締役会にて代表取締役 菅原 充 に取締役の個人
別の基本報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。また、2021年６月25日及び
2021年12月９日開催の取締役会にて代表取締役 菅原 充 に取締役の個人別の賞与の具体的内容の決
定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた賞
与の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うに
は代表取締役が最も適しているからであります。

５．社外役員に関する事項
（１）重要な兼職先である法人等と当社との関係
①取締役吉田勉氏の兼職先である株式会社三菱ケミカルホールディングスと当社との間には利害関係はあり
ません。なお、同氏は当社の株式1,152,540株を所有するMGI GLOBAL FUND L.P.の無限責任組合員
であった三井物産グローバル投資株式会社（現Mitsui&Co. Global Investment Inc.）の代表取締役社
長を務めておりましたが、2015年９月に同社を退任した以降、同社との利害関係はありません。

②監査等委員山田啓之氏の兼職先であるAxella総合会計事務所と当社との間には利害関係はありません。
③監査等委員森大輝氏の兼職先である光和総合法律事務所と当社との間には利害関係はありません。
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（２）当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 当事業年度における主な活動状況

取締役 吉田 勉
当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席し、企業経営に
係る豊富な経験・識見から議案審議や事業計画の策定、契約締結、
開示等に関して必要な発言を行っております。

取締役
(常勤監査等委員) 佐久間 泰雄

当事業年度に開催された取締役会19回及び監査等委員会16回全て
に出席し、企業経営に係る豊富な経験・識見から議案審議等に妥当
性・透明性・客観性・適正性を確保するための発言を行っている
他、業務執行の監査・監督のために社内の重要な会議に出席してお
ります。

取締役
(監査等委員) 山田 啓之

当事業年度に開催された取締役会19回及び監査等委員会16回全て
に出席し、税理士としての高い見識と上場企業の監査役経験から議
案審議や財務報告、開示等に関して妥当性・透明性・客観性・適正
性を確保するための発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 森 大輝

2021年6月25日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会14
回及び監査等委員会11回全てに出席し、弁護士としての高い見識
から議案審議や契約締結、規程改定等に関して妥当性・透明性・客
観性・適正性を確保するための発言を行っております。

（注）取締役（監査等委員）森大輝氏は、2021年6月25日開催の第15期定時株主総会において選任されたため、取締役
会及び監査等委員会の開催回数が他の社外取締役と異なります。

６．会計監査人の状況
（１）名称 みおぎ監査法人

（２）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額はこれらの合計額を記載
しております。

２．監査等委員会は監査計画、監査内容、監査に要する工数及び工数単価を確認し、従来の実績値及び計画値との比較から報
酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬に関する代表取締役の決定は妥当であると認め、これに同意しておりま
す。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査等委員会が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の
適格性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査等委
員会は、監査等委員会規程に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議
案件とすることといたします。
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７．会社の体制及び方針
当社は、業務の適正性を確保するための体制として2015年10月15日の取締役会にて、「内部統制システム
の整備に関する基本方針」を定める決議を行っておりますが、2019年４月11日開催の取締役会において、以
下のとおり一部改訂を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
内部統制システムの整備に関する基本方針は以下のとおりであります。
（１） 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び従業員がとるべき行動の規範を示した「企業憲章」「行動規範」を制定し、取締役及び従業

員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
② 取締役会は、取締役及び従業員が法令・定款等の遵守する体制を整備・運用するため、社内諸規程を

制定し、随時その有効性を検証する。
③ 取締役会は、「取締役会規程」に則り会社の業務執行を決定する。
④ 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取

締役会決議、取締役会規程に従い職務を執行する。
⑤ 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告する

とともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

（２） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「経営文書管理規程」並びに「内部情報管理規

程」に基づき、適切に作成、保存及び管理するとともに、取締役及び監査等委員は、これらの文書等
を常時閲覧できるものとする。

② 法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。

（３） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、管理部が組織横断的リスク状況の監視並びに全

社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。
② 各部門の責任者は、自部門が整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、

内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切かつ迅速に対策を実施する。

（４） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
② 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
③ 取締役会は、中期目標・経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職

務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
④ 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くよう

にする。
⑤ 業務執行取締役、執行役員、部長による経営進捗会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組

織の活動状況を把握し、取締役自らの業務執行の効率化を図る。
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（５） 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「関係会社管理規程」を定め、経営企画室及び管理部を中心とした関係会社管理を行い、その自主性

を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。
② 管理部が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制シ

ステムの状況を確認し、整備・運用を指導する。
③ 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記①及

び②において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査等委員会等に報告する。

（６） 監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項

① 監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の
上、監査等委員を補助すべき従業員（以下、「補助使用人」という）を指名することができる。

② 監査等委員が指定する補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査等委員に委譲されたものと
し、取締役の指揮命令は受けないものとする。

③ 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等業務を補佐するものとする。
④ 当該補助使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得た上で行うもの

とし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
⑤ 補助使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を監査等委員でない取締役及び使用人に周知徹底す

る。

（７） 取締役及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
① 当社及びグループ会社の取締役は、監査等委員に重要な会議への出席の機会を提供する。
② 当社及びグループ会社の取締役は、監査等委員の要請に応じて監査等委員に対して職務の執行状況を

報告する。
③ 当社及びグループ会社の取締役及び従業員は、重要な法令・定款に違反する事実、重要な会計方針、

会計基準及びその変更、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監
査等委員に報告する。

④ 当社及びグループ会社の取締役は、上記②又は③の報告をしたことを理由として取締役又は従業員を
不利に取り扱ってはならない。

⑤ 監査等委員の職務の執行において生じる費用については、会社法第399条の２第４項に基づくことと
し、同条の請求に係る手続きを定める。
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（８） その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役社長は監査等委員と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行

う。
② 内部監査担当者は会計監査人及び監査等委員と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うととも

に、監査等委員は、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者に報告を求める。

（９） 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
① 当社は、（１）①に基づく「行動規範」において反社会的勢力などと一切関係をもたないことを定め、

その順守を取締役及び従業員の義務とする。
② 当社の取引先についても確認を行うなど、当社は、公共機関等との間で情報収集・交換ができる体制

を構築し、反社会的勢力の排除に寄与することを基本方針とする。

業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① コンプライアンス及びリスク管理体制について
当社では、全社的なコンプライアンス及びリスク管理体制の強化・推進が必要不可欠であるとの認識の

もと、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」を定め、経営企画室を主管部門としてコンプライア
ンス遵守及びリスク管理体制を構築しており、以下の事項を実施しております。
・コンプライアンス及びリスク管理に関する規程、マニュアル等の作成及び周知
・社内におけるコンプライアンス及びリスク管理教育
・その他コンプライアンス及びリスク管理の推進にあたっての指導及び助言
・内部通報制度の整備による法令違反等の早期発見と迅速な対応

② 取締役の職務の執行について
取締役会は、19回開催し、取締役６名（うち、社外取締役（監査等委員を除く）１名、社外取締役（監

査等委員）３名）で構成されており、各取締役から業務執行状況及び業務管理状況の報告が行われるとと
もに、重要事項の審議・報告・決議を行っております。社外取締役は、独立した立場から決議に加わると
ともに、経営の監視・監督を行っております。

③ 内部監査の実施について
「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査担当者が内部監査を実施しております。また、内部監
査担当者が兼務する視覚情報デバイス事業開発製造グループに対する内部監査については、管理部の担当
者が内部監査担当者になることで、相互に牽制する体制を採っております。内部監査の結果は代表取締役
社長に適時に報告されております。
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④ 監査等委員の職務の執行について
監査等委員会は、16回開催し、社外取締役（監査等委員）３名で構成されており、取締役会への出席の

ほか、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、経営課題、監査上の重要課題について意見交換
を行っており、監査等委員会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができる体制
を整備済みであります。
常勤監査等委員は取締役会のほか、経営進捗会議等の社内重要会議に出席し、業務執行の状況について
直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、会計監査人や内部監査担当者と
連携した監査を行い、当社の業務執行状況やコンプライアンスに関する問題点を日業業務レベルで監視す
る体制を整備しております。

８．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

９．剰余金の配当の決定に関する基本方針
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実を図ることが重要であると考えており、設立以
来配当を実施しておりません。配当政策の基本方針としましては、株主の皆様に安定的な剰余金の配当を実施
するとともに、財務体質の強化及び業績の中長期的な向上を踏まえた積極的な事業展開に備えるため、適正な
水準まで内部留保を充実することにあります。

（注）本事業報告に記載の金額は、単位表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,729,418 流 動 負 債 383,341
現 金 及 び 預 金 2,821,052 買 掛 金 143,475
売 掛 金 282,514 1年内返済予定の長期借入金 91,404
商 品 及 び 製 品 281,550 リ ー ス 債 務 3,867
仕 掛 品 72,002 未 払 金 61,103
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 158,017 未 払 費 用 4,489
未 収 入 金 79,166 未 払 法 人 税 等 25,879
前 払 費 用 16,107 預 り 金 2,873
短 期 貸 付 金 19,000 賞 与 引 当 金 45,159
そ の 他 6 そ の 他 5,088

固 定 資 産 288,649 固 定 負 債 51,232
有 形 固 定 資 産 254,065 長 期 借 入 金 15,988
建 物 附 属 設 備 （純 額） 175,714 リ ー ス 債 務 488
機 械 及 び 装 置 （純 額） 63,665 繰 延 税 金 負 債 4,326
工具器具及び備品(純額) 12,517 資 産 除 去 債 務 30,429
リ ー ス 資 産 （純 額） 2,167 負 債 合 計 434,573
無形固定資産 8,756 （純 資 産 の 部）
特 許 権 2,887 株 主 資 本 3,570,522
商 標 権 2,167 資 本 金 2,564,185
ソ フ ト ウ エ ア 2,054 資 本 剰 余 金 5,047,956
リ ー ス 資 産 （純 額） 1,647 資 本 準 備 金 5,047,956
投 資 そ の 他 の 資 産 25,827 利 益 剰 余 金 △4,041,490
関 係 会 社 株 式 3,372 そ の 他 利 益 剰 余 金 △4,041,490
差 入 保 証 金 22,415 繰 越 利 益 剰 余 金 △4,041,490
そ の 他 40 自 己 株 式 △129

新 株 予 約 権 12,971
純 資 産 合 計 3,583,494

資 産 合 計 4,018,067 負 債 純 資 産 合 計 4,018,067
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,101,346
売 上 原 価 1,160,648
売 上 総 損 失 （△） △59,302
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 872,245
営 業 損 失 （△） △931,547
営 業 外 収 益

受 取 利 息 158
為 替 差 益 21,400
補 助 金 収 入 16,798
助 成 金 収 入 31,873
そ の 他 1,407
営 業 外 収 益 合 計 71,637

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,473
株 式 交 付 費 13,696
資 金 調 達 費 用 3,000
賃 貸 費 用 1,087
固 定 資 産 圧 縮 損 12,885
そ の 他 483
営 業 外 費 用 合 計 33,625

経 常 損 失 （△） △893,536
特 別 利 益

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 21,397
特 別 利 益 合 計 21,397

特 別 損 失
減 損 損 失 4,967
特 別 損 失 合 計 4,967

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △877,106
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,210
法 人 税 等 調 整 額 △349
法 人 税 等 合 計 3,860
当 期 純 損 失 （△） △880,967

（注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2021年４月１日残高 2,242,753 4,726,525 4,726,525 △3,160,522 △3,160,522 △126 3,808,629

《当期変動額》

新 株 の 発 行 321,431 321,431 321,431 642,863

当 期 純 損 失 △880,967 △880,967 △880,967

自 己 株式の取得 △3 △3
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額）
当 期 変 動 額 合 計 321,431 321,431 321,431 △880,967 △880,967 △3 △238,107

2022年３月31日残高 2,564,185 5,047,956 5,047,956 △4,041,490 △4,041,490 △129 3,570,522

新株予約権 純資産
合計

2021年４月１日残高 ― 3,808,629

《当期変動額》

新 株 の 発 行 642,863

当 期 純 損 失 △880,967

自 己 株式の取得 △3
株 主資本以外の
項目の当期変動額
（純 額）

12,971 12,971

当 期 変 動 額 合 計 12,971 △225,135

2022年３月31日残高 12,971 3,583,494

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２０日

株 式 会 社 Ｑ Ｄ レ ー ザ
取 締 役 会 御 中

みおぎ監査法人
東京都千代田区

指定社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉 健 悟

指定社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 将 文

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社QDレーザの２０２１年４月１

日から２０２２年３月３１日までの第１６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は2021年4月1日から2022年3月31日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行につ

いて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
（１） 監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議にもとづき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の説明を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の執行が適正に行われていることを確保するための体制（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法にもとづき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２. 監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められま
せん。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人みおぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月20日
株式会社ＱＤレーザ 監査等委員会
取締役監査等委員（常勤） 佐久間 泰 雄 ㊞
取締役監査等委員 山 田 啓 之 ㊞
取締役監査等委員 森 大 輝 ㊞

（注）監査等委員 佐久間泰雄、山田啓之、森大輝は、会社法第２条第15号および第331条第６項に定める
社外取締役であります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

株式会社ＱＤレーザ

パシフィコ横浜ノース１階 多目的ホール
神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－２会 場

ＪＲ線 「桜木町駅」下車 北改札（東口）より徒歩12分（動く歩道経由）
横浜市営地下鉄「桜木町駅」下車 北１口より徒歩15分（JR線桜木町駅東口および動く歩道経由）

みなとみらい線 「みなとみらい駅」下車 ２番出口（いちょう通り口）より徒歩５分
交 通

https://www.qdlaser.com/

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、可能な限り事前の議決権行使
にご協力いただき、当日の来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。

お願い：当会場には専用駐車場・駐輪場の用意がございませんので、公共の交通機関等のご利用をお願い申しあげます。
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